
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
〇

第
七
号
様
式
の
二
を
削
る
。

第
八
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
六



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
七

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法

律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
、
届
出
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に

よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
、
届
出
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
教
育
委
員
会
の
項
委
任
事
項
の
欄
、
同
表
警
察
本
部
長
の
項
委
任
事
項
の
欄
及

び
同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
長
　
代
表
監
査
委
員
　
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長
　
県
議
会
事
務
局
長

で
あ
る
山
梨
県
事
務
吏
員
の
項
委
任
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
債
務
負
担
行
為
に
係
る
予
算
の
う
ち
知
事
が
認
め
た
範
囲
内
に
お
い
て
債
務
負
担
行
為
に
係
る

支
出
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
の
表
か
い
長
の
項
委
任
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
知
事
、
教
育
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
の
指
示
を
受
け
て
債
務
負
担
行
為
に
係
る
支
出
負
担
行

為
を
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
の
表
地
域
振
興
局
長
、
新
環
状
・
西
関
東
道
路
建
設
事
務
所
長
、
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム

事
務
所
長
、
荒
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
長
、
大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
長
、
深
城
ダ
ム
建
設
事
務
所

長
、
釜
無
川
流
域
下
水
道
事
務
所
長
及
び
桂
川
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
長
の
項
を
削
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
中
「
甲
陽
学
園
副
園
長
」
の
下
に
「
、
障
害
者
相
談
所
次
長
」
を
加
え
、

「
看
護
大
学
事
務
局
次
長
」
の
下
に
「
、
衛
生
公
害
研
究
所
次
長
」
を
加
え
、「
山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン

タ
ー
総
務
課
長
」
を
「
山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
」
に
改
め
、「
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理

部
長
」
の
下
に
「
、
高
等
技
術
専
門
校
副
校
長
」
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
第
一
項
中
「
製
造
」
を
「
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
業
務
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
第
三
項
中
「
契
約
金
額
」
の
下
に
「（
遅
延
に
よ
る
支
障
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
契
約
金
額
の
う
ち
未
履
行
部
分
に
相
当
す
る
金
額
）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
延
滞
違
約
金
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
徴
収
し
な
い
。

別
表
第
一
の
三
峡
北
地
域
振
興
局
の
項
中
「
北
杜
高
等
学
校
　
峡
北
高
等
学
校
　
峡
北
農
業
高
等
学

校
　
須
玉
商
業
高
等
学
校
」
を
「
北
杜と

高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

一
一
八

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
請
求
し
て
い
る
延
滞
違
約
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
山
梨
県
財
務
規
則
第
百
二
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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